
入札説明書

指定自動車教習所職員講習の実施に関する業務委託の一般競争入札については、関係法

令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。

入札に参加する者は、下記事項及び仕様書を熟知の上、入札しなければなりません。

なお、当該入札について疑義がある場合は、公告４の(1)の部局に説明を求めることが

できます。ただし、入札後、仕様書等について不知又は不明を理由として異議を申し立て

ることはできません。

記

１ 委託事業の実施要領及び講習受講予定人員

別途交付する「指定自動車教習所職員講習業務委託仕様書」のとおり。

２ 入札参加資格確認について

入札参加資格確認申請書（別記様式）に必要書類を添付し、公告に定められた期限内

に提出してください。

提出された書類について説明を求められたときは、これに応じなければなりません。

また、書類審査のほか、必要により入札参加業者、委託業務従事予定者等に対する面接

の方法等による確認を行うことがあります。

なお、入札参加資格確認申請書等を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、

理由を記載した辞退書を書面で提出してください。

３ 入札参加資格確認申請書に添付する書類等

(1) 営業（組織）概要書

(2) 同種同規模業務の履行実績調書

(3) 誓約書

(4) 選任予定講師名簿

(5) 選任予定者名簿

(6) 社(職)員名簿（代表者、役員、従事者）

(7) 施設・設備等一覧表（設備使用計画書）

(8) 誓約書（公安委員会の審査に伴うもの）

(9) 資格者証の写し

４ 入札書の提出方法

入札に参加しようとする者は、次の事項に留意し、入札書を提出してください。

(1) 代理人が入札する場合は、入札書に会社の所在地、会社の商号又は名称及び代理人

であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しなければなりません。

(2) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分

に二重線を引いてください。

なお、入札書の金額は訂正してはなりません。

５ 仕様書等に対する疑義について

入札説明書、仕様書等に関して疑義がある場合は、令和８年２月20日(金)の午後５時

までに公告４の(1)に掲げる部局に説明を求めることができます。疑義について、公告

４の(1)に掲げる部局の担当者が、令和８年２月26日(木)までに回答することとします。

６ 委託料の支払い方法

各期ごとの完了払いとし、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとし

ます。


